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                 那覇市 経済観光部 なはまち振興課 発行  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

第一牧志公設市場の再整備（仮設市場から新市場への移転）に伴う抽選会について、使用

場所情報等の説明を行い、ご参加いただいた事業者の皆様と意見交換を行いました。 

 

１．抽選説明会の日程（確定）                        

 

 
 

２．抽選説明会の資料（共通）                       
 

（１）当日資料（抜粋） 

※当日資料（次頁参照）に記載の抽選の実施日時は振替となりました。 

正しくは、上に記載した「１．抽選説明会の日程（確定）」となります。 

 

 
 

第一牧志公設市場再整備推進事業かわら版 令和４年度第 2号 

「第一牧志公設市場移転に関する抽選説明会」を開催しました。 

【外小間①】 日時：７月１１日（月）１１時～ 場所：仮設市場１階 北口空き店舗 

【外小間②】 日時：７月１１日（月）１３時～ 場所：仮設市場１階 北口空き店舗 

【鮮   魚】 日時：７月１１日（月）１４時～ 場所：仮設市場１階 北口空き店舗 

【生  鮮①】 日時：７月１２日（火）１１時～ 場所：仮設市場１階 北口空き店舗 

【生  鮮②】 日時：７月１２日（火）１３時～ 場所：仮設市場１階 北口空き店舗 

【精  肉①】 日時：７月１２日（火）１４時～ 場所：仮設市場１階 北口空き店舗 

【食   堂】 日時：７月１２日（火）１５時～ 場所：仮設市場１階 北口空き店舗 
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資料 「新市場移転に向けた抽選の説明資料」 

新市場の使用場所の抽選の流れ及び方法 

※日程が変更になります。 
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図 排気フード・ダクト参考イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 「新市場移転に向けた抽選の説明資料」 

新市場への移転及び抽選にあたっての重要事項  
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資料 「新市場移転に向けた抽選の説明資料」 

新市場への移転及び抽選にあたっての重要事項 
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資料 委任状 
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２．外小間部門                              

 

（１）当日資料（抜粋） 
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資料 「新市場移転に向けた抽選の説明資料」 

部門別抽選方法の詳細、新市場の店舗面積及び使用料一覧 

 

（２）抽選説明会おける質問・意見に対する市の回答（11 時～12 時） 

 

【参加者（11 時～12 時）】 

兼次商店、仲尾次三線なんでも屋、お茶・食料品の

店てるや、電柱商店、コーヒースタンド小嶺、謝敷

商店、城間田芋店、和族、野田商店、上原果物店（計

10 事業者） 

 

 

 

No. 質問・意見 市の回答 

1 

（松尾 19号線） 

・使用場所は全部で 8 小間だが、抽選該当

事業者は 6 事業者である。残り 2 小間は

どのような取り扱いとなるか。 

・大は琉夏さんのみ。琉夏さんには 3つの大小間

から選んでもらう。松尾 19号線に限らず、すべ

ての事業者が使用場所を決定し、空き小間が確

定してから、募集するか市として判断する。 

2 

・シャッターの外の什器等のはみ出しは、

どこまで許容されるのか。シャッターの

中だけでは商売が成り立たない。 

・シャッター外のスペース（公設市場敷地内）の

利用の可否は市で検討中であるが、市場事業者

が利用する場合、費用負担が必要だと考えてい

る。 

3 

・クーラーの設置を検討している。 

 

 

 

 

 

・室外機は屋上に設置することになる。ルームク

ーラーの仕様だと設置は厳しく、14畳等の容量

の大きいクーラー（業務用のクーラー）の設置

か、もしくはスポットクーラーであれば設置可

能なので、検討をしていただきたい。 

図 外小間部門抽選説明会（11時～）の様子 
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 ・エアコンを設置する場合、壁自体に補

強が必要との話であった。設置する

予定を事前に伝えれば、施工時に補

強（室内機設置のための）を入れると

いう話があったが、そう考えてよい

か。 

・A工事での個別対応は市としてはできない。ご

自身で壁等に補強をしていただき、施工するこ

とは問題ない。 

4 

・冷凍庫（別置型）の室外機の取り扱い

はどうか。 

・現在使用の、店舗の棚に設置している小型のも

のであれば問題ない。機器動力が大きくなり、

発熱量が大きくなると室外機の屋上設置をお

願いすることになる。 

5 

・面積がずれることもあるのか。 ・配布した「新市場移転に向けた抽選の説明資

料」の 3ページのとおり。あくまで図面で計測

した面積であり、実際には若干の差がある。間

口についても多少の差が発生する。 

 

【その他補足等】 

・原則は名義人の方に抽選していただくことになるが、名義人の方が抽選日に来られない場合は、委任状

を提出いただくことにより代理人の抽選が可能である（代理人の方の本人確認ができる書類（運転免許

証等）の提示が必要）。身の回りに代理人がいない場合は、市（なはまち振興課）で代理を務めることも

できるが、その場合、委任状に「使用場所希望順位」などの必要事項を記載の上、抽選日の前日までに

市（なはまち振興課）へ委任状を提出する必要がある。 

・2階の食堂系統のグリーストラップが外小間の通り沿い（シャッターの外、店舗前）に設置する。場所

は、（市場中央通り）大 1、小 2、中 1、（松尾 19号線）小 11、小 14の店舗前。松尾東線は、店舗の前の

設置はない。（サイズ：130～160ℓ、長辺 1m、短辺 50～60㎝）維持管理は 2階の食堂事業者自身で行う。 

 

（３）抽選説明会おける質問・意見に対する市の回答（13 時～14 時） 

 

【参加者（13 時～14 時）】 

和族、バイオグリーン、玉城鰹節店、大城文子鰹節

店、備瀬商店（計 5 事業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 外小間部門抽選説明会（13時～）の様子 
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【その他補足等】 

・原則は名義人の方に抽選していただくことになるが、名義人の方が抽選日に来られない場合は、委任状

を提出いただくことにより代理人の抽選が可能である（代理人の方の本人確認ができる書類（運転免許

証等）の提示が必要）。身の回りに代理人がいない場合は、市（なはまち振興課）で代理を務めることも

できるが、その場合、委任状に「使用場所希望順位」などの必要事項を記載の上、抽選日の前日までに

市（なはまち振興課）へ委任状を提出する必要がある。 

・2階の食堂系統のグリーストラップが外小間の通り沿い（シャッターの外、店舗前）に設置する。場所は、

（市場中央通り）大 1、小 2、中 1、（松尾 19号線）小 11、小 14の店舗前。松尾東線は、店舗の前の設置

はない。（サイズ：130～160ℓ、長辺 1m、短辺 50～60㎝）維持管理は 2階の食堂事業者自身で行う。 

 

３．鮮魚部門                               

 

（１）当日資料（抜粋） 

 
資料 「新市場移転に向けた抽選の説明資料」 

部門別抽選方法の詳細、新市場の店舗面積及び使用料一覧 

No. 質問・意見 市の回答 

1 ・旧市場の角小間は 2面使用ができたが、壁

がたちあがり、角小間でも 2面利用ができ

ないように見える。正面しか陳列できない

のか。 

・シャッター外のスペース（公設市場敷地内）の

利用の可否は市で検討中であるが、市場事業者

が利用する場合、費用負担が必要だと考えてい

る。今、示している使用料は、小間の部分だけ

（シャッター内）となっている。検討し追って

周知する。 
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（２）抽選説明会おける質問・意見に対する市の回答 

 

【参加者】 

大城うなぎ店、合同会社仲田鮮魚、長嶺鮮魚店、翁

長鮮魚、与那嶺鮮魚、株式会社ゆいまーる 魚久鮮魚、

永有鮮魚店、上原鮮魚店、仲田鮮魚店、城間鮮魚店、

西銘鮮魚店、ヤマセ商会、新垣鮮魚店、株式中真 中

真水産、くに鮮魚（計 15 事業者） 

 

 

No. 質問・意見 市の回答 

1 ・どの小間がどの小間と同じグリーストラッ

プを共有（維持管理）するのか。 

・中 1 と中 2、大 1 の 3 小間で同じグリースト

ラップ。中 3、大 2の集水桝（床排水）が同一、

大 2のシンク用排水と大 11の集水桝（床排水）

が同一のグリーストラップに流れる。大 3 と

大 4、中 4、大 11 のシンクの排水は同一とな

り、大 5、大 6、大 7、大 8、中 5が同一の系統

となる。大 9と大 10は同じ系統のグリースト

ラップに接続される。（後日、大 11 について

は、集水桝とシンク用排水が同じグリースト

ラップの接続で対応できることになった。※

大 2のみ 2ヶ所に接続） 

・グリーストラップの情報については後日資料

で配布する。 

2 ・1年遅れたことによる建設費用増の費用も使

用料に入っているのか。入れなくてもよいの

ではないか。家賃の設定を見直してほしい。 

・建設コストの費用として含めている。 

3 ・当日行けなくなった場合には、どうしたらよ

いか。 

・市に委任したい場合は前日まで、身の回りの

方に委任する場合は、当日までに委任状を提

出すること。 

・委任状は、名義人による記載が必要。 

4 ・エスカレーターの上りと下りの場所はどう

なっているのか。 

 

・狭いので、ベンチは置かないほうがよい。 

 

 

・向かって右側が上り、その反対が下り。右側通

行となる。天井の高さは、仮設市場は 2.9mだ

が、新市場は 3m。10㎝高くなる。 

・エスカレーターの下は、通れるようになって

おり、生鮮中 1 と生鮮大 3 の小間の間、床か

らエスカレーター下端までの高さは 2.1m、そ

の奥の、生鮮大 3正面の高いところで 3.1mあ

る。ベンチを置くなどする。 

 

図 鮮魚部門抽選説明会の様子 
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 ・エスカレーター下端の斜めの部分などが

どのようになっているか。数値で示してほ

しい。 

・寸法を入れて、グリーストラップの資料とあ

わせて配布する。 

5 ・休憩スペースについて教えてほしい。 

 

・この場所にテーブルと椅子があったら、店舗

がある場合と一緒で危ないのではないか。無

理してイートインを作るのはどうかと思う。

掲示板などがあってもよい。 

 

・間仕切りの壁の高さも教えてほしい。 

・エスカレーターの上り下りの箇所に、店舗を

予定していたが、人だかりができ危ないとい

うことで、店舗をなくした。その場所の使用方

法について問い合わせが以前からあったが、

イートインスペースなど具体的な使用方法は

まだ決まっていない。休憩コーナーとして壁

際にベンチを設置するなどが考えられる。 

・間仕切り壁の高さは、1ｍか 1.1ｍである。 

6 ・鮮魚大 10 について、後ろの生鮮の小間が壁

上部まで棚を設置したりすると、見通しが悪

くなる。 

・生鮮中 4 と小 8 の二小間が入ると見通しが

悪くなるので、これらの小間は開けてほしい

と以前から市へお願いしていた。それでも小

間を設置しているのだから、生鮮には見通し

は確保するよう書面等で通知し指導してほ

しい。 

・守られていない場合は、市場管理グループが

指導すること。 

・1.3ｍ～2ｍの間は物を置かないように、市の

ほうで見通しをふさがないようにルールを作

っている。 

・見通しのルールを遵守するように、市で対応

を検討していく。 

【その他補足等】 

・原則は名義人の方に抽選していただくことになるが、名義人の方が抽選日に来られない場合は、委任状

を提出いただくことにより代理人の抽選が可能である（代理人の方の本人確認ができる書類（運転免許

証等）の提示が必要）。身の回りに代理人がいない場合は、市（なはまち振興課）で代理を務めることも

できるが、その場合、委任状に「使用場所希望順位」などの必要事項を記載の上、抽選日の前日までに

市（なはまち振興課）へ委任状を提出する必要がある。 

 

３．生鮮部門                               

 

（１）当日資料（抜粋） 
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資料 「新市場移転に向けた抽選の説明資料」 

部門別抽選方法の詳細、新市場の店舗面積及び使用料一覧 

 

（２）抽選説明会おける質問・意見に対する市の回答（11 時～12 時） 

 

【参加者】 

株式会社喜島屋、おみやげの店はる、池宮城商店、

山城昆布店、大城屋、仲村商店、神谷商店、沖縄海

藻専門店もずキム、新里漬物店、玉城漬物店、平田

漬物店、かねこ蒲鉾店（計 12 事業者） 

 

 

 図 生鮮部門抽選説明会（11時～）の様子 
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No. 質問・意見 市の回答 

1 ・小小間は漬物を加工するには手狭となる。中小

間が、ひとつ空きがあるのであれば、中小間を

希望できないか。 

・抽選権利のある店舗区分（大・中・小小間）

のみが対象となる。仮設市場で小であれば、

新市場でも小小間でしか抽選はできない。今

回、中小間が一つ空いているが、その抽選に

参加することはできない。 

・すべての小間の抽選が終わり、空いている小

間が確定すれば、市場事業者以外も含めたす

べての方を対象に公募を実施する予定であ

る。その時は、中小間の抽選に参加をするこ

とは可能である。詳細は未定である。 

2 ・柱の位置情報等については、いつ頃決定できる

か。 

・小間内の柱部分は使用できないし、小間として

の使い勝手も他の小間と比較して悪くなる。

使用料をもう少し下げてほしいという話も出

ている。柱があることは、昨日まで知らなかっ

た。 

・柱が小間内にあることで、店舗内が見えづら

く、売り上げへのデメリットもある。柱が設置

されるのであれば、それを考慮した使用料を

考えてほしい。 

・賃料や柱の情報が解決しないまま抽選するの

は難しい。抽選前に確定してほしい。 

・抽選日の変更があるのであれば、柱位置や賃料

の情報も整理できて検討できる日程にすると

よいのではないか。 

・屋根をかけるために柱（12.5cm角）が必要で

ある。出来る限り店舗の営業に影響が出ない

ように、柱を境界まで寄せられないか検討を

行う。 

・構造についても確認しないといけないが、抽

選会の前週までには示したい。 

 

・使用料については、柱の面積を除く必要があ

ると考えている。それを踏まえ、取り扱いを

検討する。 

 

３ ・賃料の設定の仕方について教えてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原価である建設費も入っているのか。また、現

在物価も上がっているので、今後賃料の変動

の可能性もあるか。 

・使用料を定める場合の那覇市の指針をもと

に使用料を決定している。当初、1 等級の

6,000 円/㎡を想定していたが、フロア内で

１等と２等を分ける根拠がなく、また、市場

事業者との意見交換をした中で、2 等級の

5,500円/㎡（案）を設定した。これから何年

かかけて運営してみて、調査した上で、しっ

かりとした根拠をもとに、賃料の変更は相談

していきたい。 

・建設費も入っている計算となる。使用料の変

動の可能性はある。 
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4 ・落下物防止の対策はどのようにしているか。 

 

 

・共益費はどのくらいになるのか。 

 

 

・吹き抜けが大きく、冷気が上り空調使用量（電

気）がかかってしまうのではないか。省エネな

ど検討はされているか。 

 

 

 

 

 

 

 

・共用部分の使用料は面積割りとなるのか。 

 

 

・吹き抜けの部分の店内電灯はどのようになっ

ているか。 

・吹き抜け部分の店舗の上にパーゴラを設置

し、また、ほこりなどが落ちないように屋根

を設置する。 

・仮設市場に比べると設備の性能は向上する

が全体の面積が大きくなるため、若干共益費

が上がる可能性がある。 

・旧市場は全館空調で、一気に冷やす空調は電

気料がかかってしまう。今の仮設もそうだ

が、新市場ではコンパクトの省エネのタイプ

を設置する。照明は LEDにするので、電気料

金が下がるが、数が多いため使用量は増え

る。換気もしっかりしないといけないので、

空調能力も上げないといけない。トータルバ

ランスとしては、電気料は下がる計画ではあ

るが、見えない部分もある。省エネについて

も、努力して計画している。 

・仮設市場と同様であれば、面積割りとなる

が、共用部分の共益費を面積割りとするかど

うかは、具体的に決定はしていない。 

・小間内には個別に電灯が設置される。吹き

抜け部分には上から LEDの照明をあてる。

また、吹き抜け部分には窓もあるので、明

かりは確保できる。 

5 ・給排水の施工を、市が指定する業者に依頼す

ると費用が高くなってしまう。市が指定する

施工業者へ依頼しないといけないのか。 

・指定業者への依頼は、市の関連条例で定めら

れている。那覇市上下水道局としては、排水

がどのように接続しているのか管理したい

ということで、何につながっているのか、確

認する義務がある。 

・施工業者については多数あるため、市場事

業者が依頼しやすい示し方や方法を考えて

いく。 

 

【その他補足等】 

・原則は名義人の方に抽選していただくことになるが、名義人の方が抽選日に来られない場合は、委任状

を提出いただくことにより代理人の抽選が可能。代理人が抽選する場合は、保険証等の本人確認書類が必

要となる。身の回りでどなたもいない場合は、市が代理を務めることもできるが、その場合、前日までに

市へ委任状を提出する。 

・抽選会日時や場所の変更の可能性があるため、決定次第文書等にて周知する。 
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（３）抽選説明会おける質問・意見に対する市の回答（13 時～14 時） 

 

【参加者】 

みのる漬物店、松や、沖縄自慢、はまジーマミー豆

腐専門店、新垣漬物店、合同会社みき屋、大城商店、

土産品店レナ（計 8 事業者） 

 

 

 

 

No. 質問・意見 市の回答 

1 ・柱があることで、配置に制限がかかり、見通

しも悪い。小間内の柱の位置については、使

用場所を選ぶ際には必要な情報である。境界

までどこまでよせられるかにより必要な冷

蔵庫等の対応が変わる。仮設市場と同じ状態

で、新市場へ移転するという話だった。 

・柱のある小間については、使用料を下げるこ

とについても検討してほしい。 

・看板の設置等に伴い、柱は必要なものなの

で、少しでも位置をずらせるか構造上の検討

もしてほしい。 

・柱の位置については、小間の外側にあった方

がよいとの意見もあるが、通行の妨げになる

ので、小間内に設置する必要がある。なるべく

境界によせるように検討する。 

 

 

・使用料についても検討する。 

 

・小間内の柱の設置については、以前から説明

はしていたが、細かい説明が足りていなかっ

た。 

・柱や賃料等については、抽選会前までには整

理しお伝えする。 

2 ・他部門との隣り合わせになる使用場所のア

クリル板設置は、市ではなく、市場事業者が

自費で行うことになるのか。 

・市ではアクリル板の設置はしません。C工事に

て対応をお願いします。影響を与えると考え

られる小間が負担することになると思う。 

３ ・説明資料の中に小間の移動は「原則」認めな

いとあるが、例外はあるのか。 

・例外はありません。 

 

【その他補足等】 

・原則は名義人の方に抽選していただくことになるが、名義人の方が抽選日に来られない場合は、委任状

を提出いただくことにより代理人の抽選が可能である（代理人の方の本人確認ができる書類（運転免許

証等）の提示が必要）。身の回りに代理人がいない場合は、市（なはまち振興課）で代理を務めることも

できるが、その場合、委任状に「使用場所希望順位」などの必要事項を記載の上、抽選日の前日までに

市（なはまち振興課）へ委任状を提出する必要がある。 

・抽選会日時や場所の変更の可能性があるため、決定次第文書等にて周知する。 

 

 

図 生鮮部門抽選説明会（13時～）の様子 
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４．精肉部門                               

 

（１）当日資料（抜粋） 

 

資料 「新市場移転に向けた抽選の説明資料」 

部門別抽選方法の詳細、新市場の店舗面積及び使用料一覧 

 

（２）抽選説明会おける質問・意見に対する市の回答 

 

【参加者】 

二中前ミート、美里食肉店、丸昌ミート、上原精肉

店、モリヤマミート、宮城精肉店、鶏せん、照光精

肉店、上原山羊肉店（計 9 事業者） 

 

 

 

 
図 精肉部門抽選説明会の様子 
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No. 質問・意見 市の回答 

1 ・小間内に柱があると、冷蔵庫のレイアウトが

限られてしまう。使用料が他の小間と同額な

のはおかしいのではないか。 

・小間の方が使い勝手のよいように、小間内

の端へ柱を移動できないか検討する。 

・使用料も検討する。 

・使用料は、旧市場の 2 等級と同等である

5,500円/㎡を考えている。案としているの

は、議会の承認を経て確定するためである。

使用料は、建設費も考慮して設定している。 

2 ・以前、小間の人通り等立地条件も考慮して使

用料に反映していく、という話であったが、ど

うなったのか。 

・状況をみて 2 年後は使用料変動の可能性もあ

るということか。 

・エスカレーターの下方が人の流れは多い。奥

の方は皆行きたくない。 

・額を設定できないのはリサーチ不足。日本全

国に前例はある。 

・今後、移転するまでの半年間、使用料について

議論する余地はないのか。 

・小間の位置によって使用料に差をつける根

拠がないため、新市場の開場後、調査を行

い、使用料について検討していく。 

3 ・大 2 の角は、壁から見える小間の奥行はどれ

くらいか。冷蔵庫の一部しか通りから見えな

い。大１，２は壁に囲まれて他の小間より不利

な場所と考える。 

・寸法を確認してお伝えする。 

 

【その他補足等】 

・原則は名義人の方に抽選していただくことになるが、名義人の方が抽選日に来られない場合は、委任状

を提出いただくことにより代理人の抽選が可能である（代理人の方の本人確認ができる書類（運転免許

証等）の提示が必要）。身の回りに代理人がいない場合は、市（なはまち振興課）で代理を務めることも

できるが、その場合、委任状に「使用場所希望順位」などの必要事項を記載の上、抽選日の前日までに

市（なはまち振興課）へ委任状を提出する必要がある。 

・抽選会日時や場所の変更の可能性があるため、決定次第文書等にて周知する。 

 

 

 

 

 

 

次ページへ続く 
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５．食堂部門                               

 

（１）当日資料（抜粋） 

 

資料 「新市場移転に向けた抽選の説明資料」 

部門別抽選方法の詳細、新市場の店舗面積及び使用料一覧 
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（２）抽選説明会おける質問・意見に対する市の回答 

 

【参加者】 

有限会社上原商会、サーターアンダギー歩、あだん、

さくら亭、ハート＆ベリージェラ沖縄、きらく食堂、

清光商事合同会社ツバメ食堂、えん、豚しゃぶ りゅ

うみ、がんじゅう堂（計 10 事業者） 

 

 

No. 質問・意見 市の回答 

1 ・天井工事が 10月予定と以前に話があったが、

抽選会の実施が遅れた場合、厨房内のレイア

ウトの決定も遅らせることができるのか。使

用場所の確定とレイアウト提出の期間までが

短いと対応が難しい。 

・抽選後、A工事の平面図（設備）を頂ければ対

応はできる。 

・水道工事の業者を早く決めてほしいとの話も

あった。また、指定業者ではないとだめなの

か。 

 

 

・工事の日程調整を行う前に、各店舗の事業者

集めて説明があるのか。同じ施工業者がほかの

店舗の施工も受けることもあって、ばらばらだ

と調整がしづらい。 

・12月末までに竣工を目指しているため、現場

からは 10月には情報はほしいと要望がある。

レイアウトとは切り分けてレンジフードの範

囲だけでも情報提供をいただきたい。 

 

・図面等必要な情報は適宜提供したい。 

 

・決まっているのであれば、教えてほしい。水道

業者については、那覇市上下水道局の指定業

者へ依頼してください。A工事の工程にあわせ

て C 工事業者が入れるように日程調整を今後

行う必要があり、日程も改めてお伝えする。 

・施工業者対象に説明会など行っていく。前も

って早めに対応していきたい。 

2 ・厨房の間仕切りの位置の変更は可能か。 

 

 

・厨房内には、土間の水勾配をとっているが、厨

房の堺に大きな段差はないので、サーバー等

設置するなど、間仕切り位置は事業者それぞ

れで判断してもらって問題ない。 

 

【その他補足等】 

・原則は名義人の方に抽選していただくことになるが、名義人の方が抽選日に来られない場合は、委任状

を提出いただくことにより代理人の抽選が可能である（代理人の方の本人確認ができる書類（運転免許

証等）の提示が必要）。身の回りに代理人がいない場合は、市（なはまち振興課）で代理を務めることも

できるが、その場合、委任状に「使用場所希望順位」などの必要事項を記載の上、抽選日の前日までに

市（なはまち振興課）へ委任状を提出する必要がある。 

・抽選会日時や場所の変更の可能性があるため、決定次第文書等にて周知する。 

 

図 食堂部門抽選説明会の様子 
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ご意見をお寄せください。 那覇市 経済観光部 なはまち振興課 

第一牧志公設市場建設室 TEL：098-863-1750（直通） 

 


